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 この制度は、技能検定（国家検定）以外の職種や内容について、事業主や事業主の団体

が独自に技能評価を行う場合に、事業主等の申請に基づき技能振興上奨励すべきものを知

事が認定することで、「島根県知事認定技能評価」として公証するものです。 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 技能評価の認定基準については、次のとおりです。 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              申請案件の分野に係る 

                              有識者 

  

                              職業能力開発に係る 

                              有識者 

 

① 認定を受けようとする事業主等は、申請書を島根県に提出します。 

② 知事は、申請書を受理したときは、技能評価認定審査会の意見を聴取します。 

③ 知事が、申請者に対して認定の可否を通知します。 
 

 

 

 

 

技 
 

能 
 

評 
 

価 

 

職業に必要な技能について行われるものであること 

直接営利を目的としないこと 

原則として年１回以上定期的に実施されること 

評価基準が適切であること 

実施方法が公平であること 

認定基準 

認定の方法 

 
事

業

主

等 

①申請 
 
島

根

県 ③認定 

②意見聴取 

制度の概要 

技能評価 

※技能検定以外の職種・内容

を対象に行うもの 

     

  
島根県 

認 定    

労働者の職業能力の開発・向上 

労働者の経済的社会的地位の向上 

業界内での円滑な雇用の促進 

認定を受けた技能評価については、「島根県知事認定」と表示できます。 

県が事業主等の行う人材確保・人材育成を側面から支援します 

島根県技能評価認定制度の概要 
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 知事の認定後、次の手順で「認定技能評価」を実施します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 認定技能評価には、具体的に次の効果が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 
 
 平成２０年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定技能評価の実施手順 

   １．実施計画の策定 
      試験問題の作成、実施日時の決定等 

２．認定技能評価の実施 
        試験の実施、採点、合否判定 

３．技能評価合格証書の作成 
 

①認定技能評価実施計画書の提出 
 

  

島 

 

根 

 

県 

②認定技能評価実施報告書・ 

認定技能評価証明申請書を提出 

③合格証書への認定証明 

認定技能評価の効果 

 
認 
定
技
能
評
価 
 
 

技能水準の向上や職場の活性化を図ることができる 

技能評価の合格が処遇に結合しやすい素地を与える 

業界内において円滑な雇用の促進を図ることができる 

技能評価に社会的な信頼性や客観性を持たせることが可能 

施行時期 

合  

格 事業主等が行う認定技能評価に合格 

者 

合格者には、知事認定の技能評価に合格した旨を明記した証明書を交付します。 
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